
　

ご
み
の
分
別
回
収
や
減
量
化
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
ご
ろ
よ
り
ご
協
力

を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
最
近
、
ご
み
集
積
所
に
回
収
で
き

な
い
家
電
製
品
や
そ
の
他
の
ご
み
を
置
い
て
い
く
ケ
ー
ス
が
多
数
発
生
し

て
い
ま
す
。

　

ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
「
家
庭

ご
み
分
別
の
手
引
き
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ご
み
は
、
ご
み
資
源
物
収

集
カ
レ
ン
ダ
ー
ど
お
り
の
指
定
日
に
、
必
ず
指
定
さ
れ
た
ご
み
袋
を
使
用

し
て
、
当
日
朝
8
時
ま
で
に
ご
み
集
積
所
に
出
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

   

可
燃
ご
み

　

特
に
可
燃
ご
み
は
、
ダ
ン
ボ
ー
ル

箱
な
ど
に
枯
れ
草
な
ど
を
入
れ
た

り
、
レ
ジ
袋
に
可
燃
ご
み
を
入
れ
て

集
積
所
に
出
す
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は

回
収
で
き
ま
せ
ん
。

　

ダ
ン
ボ
ー
ル
は
資
源
ご
み
と
し
て

出
し
て
く
だ
さ
い
。

   

あ
き
ビ
ン

　

ま
た
、
あ
き
ビ
ン
は
、
コ
ン
テ
ナ

に
よ
る
３
色
分
別
収
集
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
分
別
の
方
法
が
不
完
全

（
例
え
ば
、
キ
ャ
ッ
プ
を
つ
け
た
ま

ま
・
袋
に
入
れ
た
ま
ま
コ
ン
テ
ナ
へ

入
れ
る
、
セ
ト
モ
ノ
な
ど
の
異
物
混

入
）
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
資

源
と
し
て
の
再
利
用
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
分
別
の
手
引
き
で
確

認
し
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

付
窓
口
に
な
り
ま
す
。

　

メ
ー
カ
ー
不
明
の
パ
ソ
コ
ン
は
、

パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー
（
☎

03
‐
５
２
８
２
‐
７
６
８
５
）
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

   

古
着
・
古
布

　

古
着
・
古
布
（
汚
れ
・
破
れ
の
な

い
清
潔
な
も
の
）
は
、
再
利
用
で
き

る
も
の
に
限
り
資
源
と
し
て
出
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
雨
に
ぬ
れ

る
（
た
と
え
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
て

い
て
も
）
と
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
雨
模
様
の
日
や
集

積
所
が
濡
れ
て
い
る
日
に
は
、古
着
・

古
布
を
出
さ
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

   

家
電
４
品
目

　

家
電
４
品
目
「
テ
レ
ビ
・
エ
ア
コ

ン
・
洗
濯
機
・
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
）」

は
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
（
平
成
13

年
4
月
1
日
施
行
）
に
よ
り
、
集
積

所
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
買
い
換
え
や
購
入
先

が
わ
か
る
と
き
は
、
販
売
店
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
引
き
取
り
先

が
な
く
処
分
す
る
と
き
は
、
郵
便
局

で
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
を
購
入
し
、

市
指
定
運
搬
業
者
な
ど
へ
運
搬
（
有

料
）
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
定
運
搬
業
者

〈
伊
奈
地
区
〉

・
中
澤
産
業
（
☎
58
‐
６
２
１
４
）

〈
谷
和
原
地
区
〉

・
梅
木
商
事
（
☎
20
‐
５
７
５
７
）

・
水
海
道
産
業（
☎
22
‐
０
０
７
７
）

   

パ
ソ
コ
ン

　

パ
ソ
コ
ン
（
本
体
・
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
）
に
つ
い
て
は
、
メ
ー
カ
ー
・
販

売
店
が
、
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
受

【
事
業
所
用
（
大
）】」
か
ら
「
事
業

所
専
用
袋
【
可
燃
ご
み
用
】」
に
変

更
に
な
り
ま
す
。

　

古
い
袋
を
事
業
所
で
使
用
し
、
事

業
系
ご
み
と
し
て
決
め
ら
れ
た
や
り

方
で
出
す
場
合
は
、
今
ま
で
ど
お
り

使
用
で
き
ま
す
。

　

事
業
所
用
ご
み
袋
は
、
古
い
袋
、

新
し
い
袋
と
も
家
庭
ご
み
専
用
の
集

積
所
に
出
さ
れ
て
も
収
集
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
し
い
事
業
所
用
ご
み
袋

は
7
月
か
ら
順
次
店
頭
に
並
ぶ
予
定

で
す
。

◆問い合わせ先
市伊奈庁舎生活環境課
　☎ 58 - 2111
　（内線1120 ～ 1123）

事
業
所
用
ご
み
袋
の
色
が

黒
色
に
変
わ
り
ま
す

　

常
総
環
境
セ
ン
タ
ー
に
排
出
さ

れ
る
可
燃
ご
み
専
用
袋
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
す
べ
て
の
サ
イ
ズ
（
大
・

中
・
小
）
の
印
刷
色
が
赤
色
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
大
サ
イ
ズ
（
80
㎝
×

65
㎝
）
は
事
業
所
専
用
袋
で
す
が
、

店
頭
で
は
中
・
小
サ
イ
ズ
と
一
緒

に
販
売
し
て
い
る
た
め
、
家
庭
用

と
間
違
え
て
お
買
い
に
な
る
方
が

多
い
こ
と
か
ら
、
印
刷
の
色
を
「
赤

色
」
か
ら
「
黒
色
」
に
変
え
、
外

装
の
表
示
が
「
可
燃
ご
み
専
用
袋

環境保全条例が制定されました
　市の自然環境と生活環境を保全
するための条例が、市議会６月定
例会において全会一致で可決され
ました。
　詳細は次号（８月号）でお知ら
せします。

　

平
成
18
年
度
（
平
成
18
年
7
月
分
〜
平
成
19
年
6
月
分
）
の
国
民
年
金

保
険
料
免
除
、
若
年
者
納
付
猶
予
（
30
歳
未
満
の
方
の
保
険
料
の
猶
予
）

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
免
除
、
納
付
猶
予
の
申
請
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
承
認
期
間

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
該
当
し
た
場
合
、
そ
の
年
度
内
に
申
請
を
す
れ

ば
、
そ
の
年
度
の
7
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
初
診
日
や
死
亡
日
の
後
に
免
除
な
ど
の
申
請
が
さ
れ
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
た
免
除
期
間
な
ど
に
つ
い
て
は
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

さ
れ
ま
せ
ん
。
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

全
額
免
除
期
間
や
一
部
納
付
期
間

に
か
か
る
老
齢
基
礎
年
金
の
計
算

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合

と
比
較
し
て
次
の
と
お
り
で
す
。

・
全
額
免
除　

6
分
の
２

・
４
分
の
１
納
付　

６
分
の
３

・
半
額
納
付　

６
分
の
４

・
４
分
の
３
納
付　

６
分
の
５

●
所
得
基
準

　

全
額
免
除
や
一
部
納
付
の
対
象
と

な
る
所
得
基
準
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
所
得
が
左
の
金
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

若
年
者
納
付
猶
予

（
30
歳
未
満
の
方
の
保

険
料
の
猶
予
）
の
所
得

基
準
は
、
本
人
と
配
偶

者
（
世
帯
主
は
除
く
）

の
前
年
所
得
が
下
の
金

額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

※
若
年
者
納
付
猶
予
を

　

受
け
た
期
間
は
、
老

　

齢
基
礎
年
金
を
受
給

　

す
る
た
め
の
期
間
に

で
き
ま
す
。（
失
業
や
災
害
を
事
由
と

す
る
認
定
を
除
く
）
た
だ
し
、
承
認

の
区
分
が
変
更
さ
れ
た
と
き
は
改
め

て
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
18
年
7
月
か
ら
、
こ
れ
ま
で

の
全
額
免
除
と
半
額
免
除
に
加
え
、

新
た
に
４
分
の
１
納
付
と
４
分
の
３

納
付
が
加
わ
り
、「
全
額
免
除
」
と

「
3
種
類
の
一
部
納
付
制
度
」
に
な

り
ま
し
た
。
平
成
18
年
度
の
１
か
月

の
保
険
料
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
4
分
の
１
納
付　

3
千
４
７
０
円

・
半
額
納
付　

6
千
９
３
０
円

・
4
分
の
３
納
付　

1
万
４
０
０
円

・
全
額
納
付　

1
万
3
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
６
０
円

※
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

一
部
納
付
制
度
は
、
納
付
す
べ
き

保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
、

一
部
免
除
が
無
効
に
な
り
、
未
納
と

同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。（
受
給
資
格

期
間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）

・全 額 免 除
　57万円＋扶養親族の人数×35万円
・４分の１納付
　78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
・半 額 納 付
　118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
・４分の３納付
　158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

　

は
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

　

反
映
し
ま
せ
ん
。

※
年
度
の
途
中
で
30
歳
に
到
達
す
る

　

方
に
つ
い
て
は
、
到
達
す
る
月
の

　

前
月
ま
で
の
承
認
に
な
り
ま
す
。

　
（
１
日
生
ま
れ
の
方
は
、
前
々
月

　

ま
で
の
承
認
）

●
免
除

　

納
付
猶
予
期
間
に
つ
い
て
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
承
認
を
受
け
た
年
度
か

ら
起
算
し
て
、
3
年
度
目
以
降
に
追

納
す
る
場
合
は
加
算
金
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

・若年者納付猶予
　57万円＋扶養親族の人数×35万円

◆問い合わせ先
・土浦社会保険事務所
　☎ 029 - 824- 7121
・市伊奈庁舎国保年金課
　☎ 58 - 2111
　（内線1180 ～ 1187）

知って安心　年金のはなし

　

申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
度
必
要

で
す
。
な
お
、
全
額
免
除
（
一
部
納

付
を
除
く
）
及
び
若
年
者
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
た
方
が
翌
年
度
以
降

も
引
き
続
き
同
様
の
免
除
の
承
認
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

継
続
の
意
思
表
示
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
翌
年
度
以
降
、
免
除

申
請
書
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が

○申請に必要なもの○
・年金手帳、印鑑
・平成18年１月１日以降に転入された場合は、
　平成18年度課税証明書
・申請する年度または前年度において失業した
　ことにより申請を行うときは、「雇用保険受給
　資格者証」、「雇用保険被保険者離職票等」の
　写し




